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社会福祉各法に法的位置付けのない施設に関する 

調査の結果について 

 

 

 

 

 

【調査結果】 

 今回報告値 

法的位置付けのない施設を利用している生活

保護受給者の数 
１２，５８７人 

 うち、県内施設を利用している者の数 
１２，０１５人 

うち、県外施設を利用している者の数 
５７２人 

 

○ 生活保護受給者が利用している法的位置付けのない施設の数 

   １，４３７施設 

（内訳）①高齢者を対象とした施設：８２５（うち高専賃２４３）、②ホームレスを対象とした施設：１２７、 

③アルコール依存症者を対象とした施設：４１、④薬物依存症者を対象とした施設：３９、 

⑤その他４０５ 

 

平成 21 年 1 月 28 日付事務連絡により、各都道府県、指定都市及び中核市

（生活保護担当部署）に対し標記の調査を実施したところ、平成 21 年 1 月 1 日

時点で把握している社会福祉各法に法的位置付けのない施設を利用する生活

保護受給者の人数及び施設の数は以下のとおりです。 

平成２１年１０月２０日 

社会・援護局保護課 

(担当・内線) 

課長補佐 生沼（２８３１） 

保護係長 村岡（２８２６） 

(電 話 代 表)  ０３(５２５３)１１１１ 

(Ｆ Ａ Ｘ)  ０３(３５９２)５９３４ 

 

 



 

 

○ 基本事項 

 

１ 法的位置付けのない施設を利用している被保護者の数 ： １２，５８７人  

→ 保護の実施責任のある都道府県別の入所者数としては、大阪府が最も多く、

次いで北海道、愛知県、千葉県、 沖縄県、東京都が多い状況。  

→ 施設が所在する都道府県別の入所者数としては、大阪府が最も多く、次いで

北海道、愛知県、千葉県、沖縄県 が多い状況。  

→ 県外の施設を利用している被保護者は、東京都が約９割を占める。  

 

２ 施設の実数 ： １，４３７施設  

  → 施設が多く所在する都道府県としては、北海道が最も多く、次いで大阪府、沖

縄県が多い。東京都は首都圏でも少ない状況。  

  → 施設種別の状況としては、  

   ・ 高齢者を対象とした施設が最も多く、全体の過半数で、多くの自治体に所在

している。  

   ・ ホームレスを対象とした施設は、都市部に集中しており、１４都道府県に所在

している。 

 

 

○ 設備に関する事項 

 

３ 定員数  

  → 定員 20 人未満の施設が全体で 6 割を超え、特にホームレスを対象とした施

設については、４割以上の施設が 10 人未満のとなっており、比較的小規模の

ものが多い。  

  → 高専賃の場合は、２０人以上の施設が約６割程度と比較的大規模の施設が

多い。  

 

４ 一人あたりの居住面積  

  → 6 畳以上の施設は、6 割程度あり、特に高齢者を対象とした施設は他の種別

の施設より比較的広い居室面積の施設が多い。  

  → ホームレスを対象とした施設については、４畳半以下の部屋が２割を超え、平

均よりやや狭い状況。  

  → アルコール依存症者を対象とした施設や薬物依存症者を対象とした施設につ

いては、不明とする回答が多い。  

 

 

 



 

 

 

５ 家賃額  

  → 約 8 割の施設は生活保護の住宅扶助基準の範囲内であるものの、明らかに

住宅扶助基準を上回る施設は、高齢者を対象とした施設を中心に一部見受け

られた。  

  → ホームレスを対象とした施設については、家賃が住宅扶助費の基準額の範囲

内である割合が最も高い状況。  

  → アルコール依存症者を対象とした施設や薬物依存症者を対象とした施設につ

いては、不明とする回答が多く実態の把握が十分ではない状況。（不明とする

理由としては、食費や支援に要する費用を一体的に徴収している場合が考えら

れる。）  

 

 

○ 運営に関する事項 

 

６ 配置職員数（職員一人あたりの定員数）  

  → 過半数の施設は定員10名に1人（非常勤を含む）以上の職員を配置している

状況。  

  → 特に、要介護高齢者を対象とした施設については、半数程度が定員３名につ

き１人以上の職員を配置している状況。  

  → ホームレスを対象とした施設については、配置職員が最も少ない状況である

が、不明とする回答が多い。  

 

７ 介護保険サービス又は障害福祉サービスを利用している入所者  

  → 半数程度の施設で、介護保険サービス又は障害福祉サービスを利用してい

る入所者が確認された。特に、高齢者を対象とした施設での利用が多い。  

  → アルコール依存症者を対象とした施設や薬物依存症者を対象とした施設につ

いては、障害福祉サービスを利用している入所者がいる施設が確認された。  

 

８ 金銭管理を行っている施設数  

  → 過半数の施設において、金銭管理を行っていることが確認された。特に、アル

コール依存症者を対象とした施設や、薬物依存症者を対象とした施設の約８割

程度が金銭管理を行っている。 

 

９ 複数人部屋の割合  

  → 6 割程度は個室のみの施設であるが、アルコール依存症者を対象とした施設

や、薬物依存症者を対象とした施設においては、個室の割合が低いことが確認

された。 


